
　

町
で
は
、
平
成
28
年
度
採
用
職
員
を
次

の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

■
看
護
師
（
１
名
程
度
）

【
受
験
資
格
】
▽
昭
和
45
年
４
月
２
日
以

降
に
生
ま
れ
た
看
護
師
の
資
格
を
有
す
る

者
▽
訪
問
看
護
師
の
職
務
経
験
が
直
近
５

年
中
３
年
以
上
あ
る
者
（
申
込
時
に
職
務

履
歴
の
記
載
、
最
終
合
格
発
表
後
に
職
歴

証
明
書
等
の
提
出
あ
り
）
▽
普
通
自
動
車

運
転
免
許
所
有
者
（
Ａ
Ｔ
限
定
可
）

■
管
理
栄
養
士
（
１
名
程
度
）

【
受
験
資
格
】
▽
昭
和
55
年
４
月
２
日
以

降
に
生
ま
れ
た
管
理
栄
養
士
の
資
格
を
有

す
る
者
▽
普
通
自
動
車
運
転
免
許
所
有
者

（
Ａ
Ｔ
限
定
可
）

【
受
付
期
間
及
び
手
続
き
】

▽
受
付
期
間
は
、
平
成
27
年
12
月
１
日
㈫

～
12
月
16
日
㈬
ま
で
（
土
日
祝
日
を
除
く

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分
）、
郵

送
の
場
合
は
、
12
月
16
日
㈬
ま
で
の
消
印

の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
ま
す
。
▽

申
込
書
の
請
求
及
び
試
験
申
込
先
は
、
町

総
務
課
庶
務
係
ま
で
。

【
試
験
日
】

▽
一
次
試
験
平
成
28
年
１
月
24
日
㈰

▽
二
次
試
験
平
成
28
年
２
月
中
旬
予
定

【
問
い
合
わ
せ
】
町
総
務
課
庶
務
係

☎
０
５
５
（
２
７
２
）
１
１
０
２

　

町
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、
平
成
28

年
度
採
用
職
員
を
次
の
と
お
り
募
集
し

ま
す
。

■
社
会
福
祉
士
（
１
名
）

【
受
験
資
格
】
昭
和
62
年
４
月
２
日
か
ら

平
成
６
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者

で
、
社
会
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者
、

ま
た
は
平
成
28
年
３
月
ま
で
に
同
資
格
を

取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
見
込
み
の
者

で
、
市
川
三
郷
町
内
在
住
者
、
ま
た
は
採

用
後
市
川
三
郷
町
内
に
在
住
で
き
る
者

【
受
付
期
間
】
平
成
27
年
12
月
７
日
㈪
～

12
月
18
日
㈮
ま
で
（
土
日
祝
日
を
除
く
午

前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分
）
持
参
若

し
く
は
郵
送
（
締
切
日
必
着
）

【
試
験
内
容
】
筆
記
試
験
（
作
文
）
及
び

面
接

【
提
出
書
類
】
履
歴
書
、資
格
証
（
写
し
）、

普
通
自
動
車
運
転
免
許
証
（
写
し
）

【
試
験
日
】
平
成
28
年
２
月
上
旬
予
定

【
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
】
町
社
会

福
祉
協
議
会
☎
０
５
５
（
２
７
２
）

４
１
７
９

　

町
で
は
、
三
珠
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

パ
ー
ト
調
理
員
を
募
集
し
ま
す
。

【
募
集
内
容
】
パ
ー
ト
調
理
員
１
名

【
勤
務
地
】
三
珠
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

【
勤
務
時
間
】
月
・
水
・
金
の
午
前
８
時

30
分
～
午
後
５
時

【
応
募
条
件
】
調
理
師
の
有
資
格
者
歓
迎

【
選
考
方
法
】
書
類
審
査
、
面
接
（
面
接

日
時
は
後
日
連
絡
）

【
提
出
書
類
】
履
歴
書
（
写
真
貼
付
）

※
健
康
診
断
書
を
採
用
決
定
後
に
提
出

【
採
用
予
定
】
平
成
28
年
１
月
８
日
㈮

【
募
集
期
間
】
12
月
16
日
㈬
ま
で

【
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
】

町
教
育
総
務
課
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
係

☎
０
５
５
（

２
７
２
）
０
０
１
９

　

林
業
の
仕
事
を
し
て
い
た
こ
と
が
あ
り

ま
せ
ん
か
？

　

林
退
共
制
度
に
加
入
し
て
い
た
が
、
退

職
金
を
ま
だ
受
け
取
っ
て
い
な
い
方
を
探

し
て
い
ま
す
。
以
前
、
林
業
の
仕
事
を
し

て
い
た
が
、
ご
自
身
が
林
退
共
へ
加
入
し

て
い
た
か
分
ら
な
い
方
に
つ
い
て
も
お
調

べ
い
た
し
ま
す
。

　

ま
た
、
罹
災
さ
れ
た
共
済
契
約
者
及
び

被
共
済
者
の
皆
さ
ま
に
対
し
、
各
種
手
続

き
（
共
済
手
帳
の
紛
失
、
退
職
金
の
請
求

な
ど
）
の
必
要
が
生
じ
た
場
合
は
で
き
う

る
限
り
の
範
囲
に
お
い
て
速
や
か
に
対
応

し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
最
寄

り
の
支
部
ま
た
は
本
部
へ
お
問
い
合
わ

せ
、
ご
相
談
下
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】
独
立
行
政
法
人
勤
労
者

退
職
金
共
済
機
構
林
業
退
職
金
共
済
事
業

本
部
☎
０
３
（
６
７
３
１
）
２
８
８
７

　

町
で
は
、
次
の
と
お
り
町
営
住
宅
の
入

居
者
を
募
集
し
ま
す
。

■
町
営
富
士
見
住
宅
（
富
士
見
地
区
）

【
募
集
戸
数
】
３
Ｄ
Ｋ
（
１
戸
）

【
建
築
年
】
平
成
20
年

【
家
賃
】
前
年
の
所
得
を
基
に
計
算（
参

インフォメーション・お知らせ

↖

町
営
住
宅
入
居
者
募
集

町
建
設
課

自
賠
責
が
あ
な
た
と
家

族
を
守
り
ま
す

■
交
通
事
故
に
よ
る
死
者
数
は
年
々

減
少
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
平
成
26

年
の
事
故
発
生
件
数
は
約
57
万
件
、

死
傷
者
数
は
約
71
万
人
と
国
民
誰
も

が
交
通
事
故
の
被
害
者
に
も
加
害
者

に
も
な
り
得
る
状
況
で
す
。

■
自
賠
責
保
険
、
自
賠
責
共
済
は
、

す
べ
て
の
自
動
車
、
バ
イ
ク
１
台
ご

と
に
加
入
が
義
務
付
け
ら
れ
、
す
べ

て
の
加
害
者
の
賠
償
責
任
を
担
保
し
、

す
べ
て
の
被
害
者
の
基
本
的
な
賠
償

を
保
証
す
る
制
度
で
す
。

自
賠
責
保
険
、
自
賠
責
共

済
な
し
で
の
運
行
は
法
令

違
反
で
す

▼
原
動
機
付
自
転
車
を
含
む
す
べ
て

の
自
動
車
に
加
入
が
義
務
付
け
ら
れ

て
お
り
、
自
賠
責
保
険
、
自
賠
責
共

済
な
し
で
運
行
す
る
こ
と
は
法
令
違

反
で
す
。

自
賠
責
保
険
・
自
賠
責
共
済

の
ご
案
内

国土交通省

林
業
退
職
金
共
済
制
度

勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構

看
護
師
・
管
理
栄
養
士
募
集町

総
務
課

学
校
給
食
調
理
員
募
集

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

社
会
福
祉
士
募
集町

社
会
福
祉
協
議
会
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考
）２
３
，０
０
０
円
～
６
１
，１
０
０
円

【
入
居
資
格
】
▽
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る

方
▽
公
営
住
宅
法
の
規
定
に
よ
る
収
入
基

準
以
下
で
あ
る
こ
と
▽
現
在
、
他
の
公
営

住
宅
に
入
居
し
て
い
な
い
こ
と
な
ど

【
選
考
方
法
】
市
川
三
郷
町
営
住
宅
設
置

及
び
管
理
条
例
の
規
定
に
よ
る

【
募
集
期
間
】
12
月
11
日
㈮
～
12
月
25
日

㈮
（
平
日
午
前
８
時
30
分
～
正
午
・
午
後

１
時
～
５
時
）
※
入
居
は
１
月
中
旬
か
ら

【
申
込
方
法
】
必
要
書
類
に
所
要
事
項
を

記
入
し
、
本
人
ま
た
は
申
し
込
み
事
情
を

詳
し
く
説
明
で
き
る
方
が
町
建
設
課
ま
で

持
参
し
て
下
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
】
町
建
設

課
町
営
住
宅
係
☎
０
５
５
（
２
７
２
）

６
０
９
０

　

山
梨
県
で
は
、
次
の
方
を
対
象
に
自
動

車
燃
料
費
の
助
成
を
行
っ
て
い
ま
す
。
助

成
対
象
期
間
は
、
平
成
27
年
１
月
か
ら
12

月
で
す
。

【
対
象
者
】
自
動
車
税
ま
た
軽
自
動
車
税

の
減
免
を
受
け
て
い
る
方
で
▽
身
体
障
害

者
手
帳
１
級
ま
た
は
２
級
の
方
▽
療
育
手

帳
Ａ
判
定
の
方
▽
戦
傷
病
者
手
帳
特
別
項

症
第
１
項
症
ま
た
は
第
２
項
症
に
該
当
す

る
方

【
申
請
用
紙
】
▽
峡
南
保
健
福
祉
事
務
所

▽
町
役
場
福
祉
支
援
課
▽
三
珠
支
所
▽
六

郷
支
所
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。

【
申
請
方
法
】
申
請
に
は
、
領
収
書
（
請

求
者
の
氏
名
・
販
売
店
の
印
が
あ
る
も
の
）

ま
た
は
、
支
払
い
証
明
書
が
必
要
で
す
。

【
受
付
日
時
・
会
場
】
次
の
い
ず
れ
か
の

会
場
で
、
助
成
金
の
請
求
手
続
き
を
し
て

下
さ
い
。

■
１
月
13
日
㈬
午
前
10
時
～
午
後
３
時

南
部
町
活
性
化
セ
ン
タ
ー
１
階
多
目
的

ホ
ー
ル

■
１
月
15
日
㈮
午
前
10
時
～
午
後
３
時

市
川
三
郷
町
役
場
本
庁
舎
１
階
大
会
議
室

■
１
月
19
日
㈫
午
前
10
時
～
午
後
３
時

身
延
町
中
富
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
１
階
会

議
室

■
１
月
22
日
㈮
午
前
10
時
～
午
後
４
時

南
巨
摩
合
同
庁
舎
１
階
小
会
議
室

※
こ
れ
ら
の
日
程
に
都
合
の
つ
か
な
い
場

合
は
、峡
南
保
健
福
祉
事
務
所
福
祉
課（
南

巨
摩
合
同
庁
舎
１
階
）
で
も
随
時
受
け
付

け
ま
す
。
た
だ
し
２
月
５
日
㈮
午
後
５
時

で
受
付
を
終
了
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】
峡
南
保
健
福
祉
事
務
所

福
祉
課
☎
０
５
５
６
（
２
２
）
８
１
４
５

　

お
子
様
の
見
え
方
に
不
安
を
感
じ
て
い

る
、
成
人
し
て
か
ら
目
に
障
害
を
持
ち
悩

ん
で
い
る
、
視
覚
に
課
題
が
あ
る
子
ど
も

を
指
導
し
て
い
る
な
ど
、
目
の
こ
と
で
お

悩
み
の
方
は
お
気
軽
に
ご
相
談
下
さ
い
。

【
日
時
・
会
場
】
▽
12
月
12
日
㈯
県
立
わ
か

ば
支
援
学
校
ふ
じ
か
わ
分
校
（
富
士
川
町

鰍
沢
５
６
７
３
ー
１
２
）
▽
12
月
13
日
㈰

山
梨
県
立
盲
学
校

時
間
は
い
ず
れ
も
午
前
10
時
～
午
後
3
時

（
相
談
は
１
件
に
つ
き
約
１
時
間
）

【
申
し
込
み
方
法
】
開
催
週
の
木
曜
日
ま

で
に
電
話
で
お
申
し
込
み
下
さ
い
。（
平

日
午
前
９
時
～
午
後
５
時
）

※
本
校
へ
の
入
学
相
談
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
相
談
費
用
は
無
料
で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】
山
梨
県
立
盲
学
校E

ye

愛
ひ
と
み
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
（
吉
田
）

☎
０
５
５
（
２
２
６
）
３
３
６
１

インフォメーション・お知らせ

障
害
者
の
自
動
車
燃
料
費
を
助
成

峡
南
保
健
福
祉
事
務
所

　

冬
は
凍
結
な
ど
に
よ
り
宅
内
で
の

漏
水
が
発
生
し
や
す
い
季
節
で
す
。

　

宅
内
で
の
漏
水
が
発
生
し
た
ら
水

道
工
事
指
定
店
に
ご
連
絡
下
さ
い
。

　

メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
を
含
む
宅

内
水
道
管
は
使
用
者
の
管
理
と
な

り
ま
す
。
漏
水
修
理
費
用
は
、
個

人
負
担
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、ボ
ッ

ク
ス
は
検
針
に
支
障
の
な
い
よ
う

定
期
的
に
き
れ
い
に
し
て
お
い
て

下
さ
い
。

※
宅
内
水
道
管
と
は
、
第
１
止
水
栓

が
あ
る
場
合
に
は
、
第
１
止
水
栓
の

手
前
か
ら
、
第
１
止
水
栓
が
な
い
場

合
に
は
第
2
止
水
栓
を
含
め
た
水
道

メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
か
ら
宅
地
内
に

敷
設
さ
れ
た
水
道
管
で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】
町
生
活
環
境
課

上
水
道
係
・
簡
易
水
道
係
☎
０
５
５

（
２
７
２
）
６
０
９
２ 道路 水道メーター

ボックス

水道メーター第２止水栓

給水管

配水管 第１止水栓

宅内水道管
第１止水栓がある場合
宅内水道管

第１止水栓がない場合水道管のイメージ

凍結と漏水にご注意を！

償却資産の申告をお願いします 資
産
税
係
か
ら
の
お
知
ら
せ

償却資産とは
　事業のために用いる構築物、機
械及び装置、フォークリフトなど
の運搬具、工具・器具、備品など

【申告期限】

平成28年２月１日月　固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産も課税

の対象となります。町内で事業を営んでいる方で償却資
産を所有している方、または町内の事業者に償却資産を
貸し付けている方は、平成 28 年１月１日現在所有の償却
資産について町へ申告していただくことになります。（地
方税法第 383 条）
　本町では税務課窓口や郵送による提出のほかに、eL 
TAX（エルタックス）を利用した電子申告が可能です。
電子申告の詳細については、町ＨＰ（http://www.town.

ichikawamisato.yamanashi.jp）の暮らしの情報「税」コー
ナーをご覧下さい。

【提出先・問い合わせ】
　町税務課資産税係

☎ 055-272-1104（内線 131）

冬
のEye

愛
ひ
と
み
相
談
会

山
梨
県
立
盲
学
校
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地域の話題や情報をお寄せ下さい
町総務課広聴広報係 ☎ 055-272-1102

に
し
い
ず
便
り

姉妹町

姉
妹
町
の
静
岡
県
西
伊
豆
町
を
紹
介
し
ま
す

　１１月、西伊豆町では伝統芸能の

三
さ ん ば ん せ

番叟や神楽、猿
さる

っ子踊りなどの秋

祭りが開催されました。

　人形を使う三番叟は、町内３カ所

で行われています。起源は江戸時

代と言われ、１体の人形を複数の人

で操ります。宇
う ぐ す

久須・牛
うし こ し

越神社と

仁
に し な

科・佐
さ わ

波神社の三番叟は、ともに

県無形文化財に指定されています。

２日の夜に「日の入三番叟」が、翌

朝には「日の出三番叟」が五穀豊穣、

天下泰平などを祈願して奉納されま

す。

　猿っ子踊りは、宇久須・柴
しば

地区、

安
あ ら り

良里地区で行われ「昔、猿は『去

る』とも聞こえ、漁場から魚が去る

ことを嫌って禁句とされていました

が、猿の姿をした人間を船首に立た

せて、暴れまわっていた海賊を追い

払った」という故事から始まったと

言われています。現在は、豊漁を祝

うめでたいものとして赤い装

束を身にまとった子どもたち

がお囃子に合わせて、逆立ち

などをして踊ります。

　来年は、市川三郷町の皆さ

んもご覧になりませんか。ご

来町お待ちしています。

西伊豆町は、
伊豆半島の

ココ！

町内各地で秋祭り

▲中地区神明社の三
さ ん ば ん せ

番叟

▲小学生の男子が踊る猿っ子踊り

太鼓や笛の音色が響きわたる
市川地区の弓削神社で秋季例大祭

虐待防止を啓発
市川三郷町高齢者及び障害者虐待防止ネットワーク協議会

　害虫被害などにより倒壊の危険のあった町指定文化財弓削神社の鳥
居の改修工事が終了し完成奉告祭が開催されました。（写真左）資料
では鳥居の建立は 1820 年で、約 200 年ぶりに当時の姿に蘇りました。
　11 月３日には例大祭が開催され、白装束姿の氏子が神輿を担ぎ、
真新しい鳥居をくぐった後、御崎神社まで練り歩きました。（写真右）

　

３
回
目
と
な

る
「
ツ
ー
ル
・
ド
・

富
士
川
」
が
開

催
さ
れ
、
県
内

外
か
ら
参
加
し

た
約
４
０
０
人

が
峡
南
路
を
走

破
し
ま
し
た
。

　

小
雨
が
降
る

な
か
の
ス
タ
ー

ト
で
し
た
が
、

雨
も
上
が
り
青

空
も
見
え
た
大

門
碑
林
公
園
付

近
で
は
、
甲
府

盆
地
を
背
に
秋
の
峡
南
を
満

喫
し
な
が
ら
走
り
抜
け
て
行

き
ま
し
た
。

峡南路１００キロを走破
ツール・ド・富士川

　市川三郷町高齢者及び障害者
虐待防止ネットワーク協議会
は、本年から児童も含めて設定
した「市川三郷町虐待防止活動
期間」にあわせて役場本庁舎で
啓発活動の出発式を行いまし
た。式後には町内のスーパーな
どで啓発グッズの配布を行い虐
待防止を訴えました。

善意ありがとうございます

■鈴木幸子様（大塚）より、夫・故理様
のご遺志により、福祉のために役立てて
いただきたいと、まごころ基金に 300,000
円の寄付をいただきました。
■六郷の里秋まつりボランティアの会

（代表 望月靖子様）より、福祉のために
役立てていただきたいと、町社会福祉協
議会に六郷の里秋まつりでの売り上げ金
30,000 円の寄付をいただきました。

受賞おめでとうございます

　1991 年から町議会議員として町民が暮ら
しやすい生活環境の整備に積極的に取り組
み、富士見公園や福祉保健総合ステーション
の建設など、町政の発展に務めました。

県政功績者

故  齊木  昌和 氏

　農村女性のリーダーとして、県生活研究グ
ループ連絡協議会の会長やＪＡ山梨女性部協
議会の会長を務め、農村女性の資質向上や社
会参画、食農教育に積極的に取り組みました。

村松  　枝 氏
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ハガキまたはメールで、クイズの答え、住
所、氏名及びペンネーム、年齢、電話番
号、広報の感想や町への意見を書き
〒 409-3601 市 川 三 郷 町 市 川 大 門
1790-3 市川三郷町役場総務課広聴広報
係までご応募下さい。
ims1790
@town.ichikawamisato.
yamanashi.jp

【締切】１２月１１日必着

正解者５名の方に抽選で記
念品を差し上げます。

（記念品は月によって内容が
変わる場合があります。ご了
承下さい）

※必要事項が明記されていない
場合は、対象からはずさせてい
ただきます

クイズに答えて記念品をゲット！

対応する携帯電話などで読みとると、
本町のメールアドレスを表示します

〈メルアドＱＲコード〉

■先月号の答え

　市川三郷町人口ビジョンで、２０６０
年 時 点 の 市 川 三 郷 町 の 目 標 人 口 は

「･･･」？人。の答えは③番の「１４，２００」
が正解でした。

　おめでとうございます。次の方が当
選されました。記念品をお贈りします。
恋の迷子さん、マコさん、９２２９さん、

笑門来福さん、ただっちゃんさん

① 12/15　② 12/24　③ 12/31

《問題》

〜ヒントは広報紙の中に〜

　市川三郷町「プレミアム・こども商

品券」の有効期限が迫っています。　

では、いつまで？

「いちかわみさと歴史探訪」は、お休みします。

近
隣
住
民
と
合
同
避
難
訓
練

富
士
見
・
市
川
南
保
育
所

　町では、保育所と保育所の近隣に住む皆
さんと連携して園児を避難させる合同避難
訓練を富士見・市川南保育所で行いました。
　富士見保育所で行われた訓練では、大規
模地震により園舎で火災が発生したとの想
定で園庭に避難した園児を、防災無線で集
まった近隣住民が保育士と連携し富士見公
園まで誘導しました。

　魚に触れることで、子どもたちに
釣りの楽しみを感じてもらいたいと、
主に芦川流域で活動している「つり
天狗会」（小林  實代表）では、10 月
23 日に高萩地区の芦川で、三珠・大
塚保育所の年長児 14 名を招きヤマメ
の成魚を放流しました。
　園児らは、「ヤマメさん元気に育っ
てね」と声をかけながら、放流した
芦川に手を振っていました。

「元気に育ってね」
保育所園児がヤマメの放流

　今まで詰所を所有していなかった
市川三郷町消防団第２分団第１部
の詰所を新築し、竣工式を 10 月 25
日に行いました。詰所はＪＲ甲斐上
野駅に隣接し、木造２階建て延べ床
面積 79.48㎡で外壁には歌舞伎のイ
メージ看板を設置しました。町では、
安全安心の町づくりのため、定期的
に消防設備を更新しています。 ▲新築された詰所

認知症を理解する
市川三郷町消防団

消防団活動の充実を図る

　近年、認知症で行方
不明者となった方の捜
索が増加していること
を受け、町では認知症
への理解や接し方を学
び活動に活かしてもら
おうと、消防団員を対
象 に「 認 知 症 サ ポ ー
ター養成講座」を開き
ました。
　講座は三珠・市川・
六郷３地区で開催し、
認知症への理解を深め
ました。

▲講座終了後の受講記念撮影（六郷地区消防団）

　市川三郷町商工会では会員
でつくる「のっぷいプロジェ
クト」の新商品「市川三郷ら
～めん」のギフト用を開発し
ました。
　「市川三郷ら～めんは」、大
塚にんじんを練り込んだ麺に
しょうゆスープ、甘々娘を練
り込んだ麺に塩スープの２種
類があり、中部横断道の開通
を見据え、観光客へのお土産
の一つとして考案されました。
　12 月 12 日開催の「大塚に
んじん収穫祭」ほか、町内のスーパーや近隣の道の駅
などで一斉に販売開始されます。

問市川三郷町商工会☎ 055-272-4711

お土産にいかが「市川三郷ら～めん」
のっぷいプロジェクト
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貯筋教室の日程は、いちかわみさとカレンダーをご覧下さい

～　予防接種　～

対象者 平成１５年４月２日～

平成１６年４月１日生
（小学６年生）

接種期間 平成２８年３月３１日
まで

　６月３０日時点でまだ２種混合の予防接種を受
けていない上記対象児のお子さまに７月下旬に
通知いたしました。
　早めの接種をお願いいたします。

＊�すでに接種済の場合は、ご容赦願います。
＊�２種混合は現在中学１年生で接種できなかった児は
１３歳の誕生日の前日までは公費負担（無料）で接種
できます。

２種混合
ジフテリア

破傷風

対象者 １期⇒１～２歳未満

＊�２歳の誕生日の２日前までに接種し
て下さい。

２期⇒平成２１年４月２日～
平成２２年４月１日生（年長児）

接種期間 ２期の接種期限は
平成２８年３月３１日まで

　６月３０日時点でまだ麻しん風しん２期の予
防接種を受けていない上記対象児のお子さまに
７月下旬に通知いたしました。
　早めの接種をお願いいたします。

＊すでに接種済の場合は、ご容赦願います。

高齢者
インフルエンザ

予防接種

麻 し ん
風 し ん

一瀬医院　☎ 055-272-0183　［市川大門 757-1］

立川医院　☎ 055-272-0355　［高田 2458］

溝部医院　☎ 055-272-0003　［市川大門 1235］

磯野医院　☎ 0556-32-1881　［岩間 2138］

髙橋医院　☎ 0556-32-2521　［岩間 1890］

市川三郷町営国民健康保険診療所
　　　　　☎ 055-272-7111　［上野 2731-1］

市川三郷病院

　　　　　☎ 055-272-3000　［市川大門 428-1］

市川メディカルクリニック
　　　　　☎ 055-272-3337　［高田 518-1］

対  象  者  接種日において６５歳以
上で接種を希望される方

接種期間 平成２７年１０月１日～
平成２８年１月３１日

公費負担  町から１人１回のみ、３，０００円の助成
をします。差額は、自己負担となります。

本年度からインフルエンザワクチンが３価から
４価になったため、助成額を変更しています

＊�対象の方には９月末に通知および予診票を送付し
ています。
＊�接種をされる際は、希望する医療機関に電話予約
をして下さい。
＊�町内医療機関、及び昨年予防接種を受けた医療機
関以外で接種を希望される方は、いきいき健康課
までご連絡下さい。

■町内の医療機関

追加開催ヒトパピローマウイルスワクチン
ヒブワクチン
小児用肺炎球菌ワクチン
　平成２５年３月３１日までに町の助成で、上記のワクチンのいず
れかを接種した方のうち、接種後に何らかの症状が生じ、医療機
関を受診した方は、接種との関係性が認定されると、医療費・医
療手当が支給される場合があります。
　認定を受けるためには、独立行政法人医薬品医療機器総合機
構に請求する必要がありますが、支給対象となるのは、請求した
日からさかのぼって５年以内に受けた医療に限られます。お心当た
りのある方は至急請求いただきますようお願いいたします。具体的
な請求方法等については、下記相談窓口にお問い合わせ下さい。

【相談窓口】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構救済制度相談窓口

☎０１２０－１４９－９３１（無料）

または、☎ 03-3506-9411（有料）をご利用下さい。
受付時間：午前９時から午後５時（祝日及び年末年始を除く平日）

住 民 健 康 診 断
■今年度最後の住民健診です■

【日　時】 12 月６日日
午前８時30分～10時30分

【場　所】 三珠健康管理センター
【対　象】 全地区
【持ち物】 健康保険証、受診券（町国保

外被扶養者で特定健診を受ける
方）、「住民健康診断のご案内」
の封筒、結核検診受診票（65
歳以上）、各検診負担金

※ すでに受診済みの項目は受けられません。
※ 町の人間ドックを受診された方は受けられ

ません。

12
2015
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 健診や予防接種等の日程をお知らせします。
 日時、会場等をご確認のうえ、お出かけ下さい。

町いきいき健康課 ☎ 0556-32-2114

「更年期障害」
　町内で活動する更年期の女性のための支援
ボランティアグループ「チェンジ・ライフ・
クラブ（ＣＬＣ）」をご存じですか？
　ＣＬＣは、前向きな人生を過ごすために、更
年期をどう過ごすか、身体の変化をどう受け
止めどう考えるか、不安を少しでも和らげる
一助になればという目的で発足されました。
　更年期は、卵巣機能が衰えはじめ、女性ホ
ルモンの分泌が減少する「閉経を迎える前後
の期間（45 歳～ 55 歳頃）」を指します。
　ホルモンバランスの乱れから身体面・精神
面で様々な影響が現れます。診察や検査では
異常がなくても不快な自覚症状がある状態

「不
ふ て い

定愁
し ゅ う そ

訴」も出てきます。
　更年期障害は、子どもの独立や夫の定年、
親の介護など、生活のリズムが変わる時期に
精神的ストレスや家庭・仕事のストレスも加
わり症状が現れるといわれています。さらに、
職場や家庭で理解されないことが多いといわ
れていますが、症状や状態を説明し、悩みを
抱えこまず理解してもらうことが大切です。
症状がひどい場合は、ためらわずに医療機関
を受診しましょう。

ｰ 更年期障害の症状 ｰ
■全身的な症状
　 ほてり（顔のほてり、ホットフラッシュ）、のぼせ、胸の痛み
　動悸、多汗、めまい、ふらつき、耳鳴り、頭痛、冷え

■運動器官系の症状
　肩こり、腰痛、手足のしびれ

■精神的症状
　イライラ、うつ、不安、
　睡眠障害、意欲低下、神経質

■生殖器系の症状
　月経異常、不正出血

■消化器系症状
　吐き気、嘔吐、食欲不振

　症状の緩和には「休養」「睡眠」「定期的に
体を動かす」「バランスのよい食事」「ストレ
スをためない」が効果的ですので実践してみ
ましょう。
　ＣＬＣグループでは、リラックスして悩みを
打ち明けあえる場「更年期カフェ」を開催し
ています。次回は１月１６日土午後７時 30 分
から三珠健康管理センターで開催予定です。
ぜひ足を運んでみて下さい。
　２０１５年も残り１カ月。今年はどんな年で
したか？来年は今年以上に素敵な年になると
いいですね。　　　　　　（保健師・浅川珠美）

～　母子健康手帳の発行　～

～　離乳食教室　～

都合がつかない方は、いきいき健康課子育て支援係
までご連絡下さい

～　乳児・幼児健診　～

■□■４カ月児・７カ月児健診
【とき・場所】12/1 ㈫ 三珠健康管理センター
【受付時間】午後１時～１時 30 分
【対　　象】平成 27 年５月、平成 27 年８月出生児
【持 ち 物】母子健康手帳、バスタオル

■□■ 10 カ月児・13 カ月児健診
【とき・場所】12/15 ㈫ 三珠健康管理センター
【受付時間】午後１時～１時 30 分
【対　　象】平成 26 年 11 月、平成 27 年２月出生児
【持 ち 物】母子健康手帳、バスタオル

■□■３歳児健診 ⇨ 三珠・市川地区の方対象
【とき・場所】12/10 ㈭ 三珠健康管理センター
【受付時間】午後１時～１時 30 分
【対　　象】平成 24 年８月～ 10 月出生児
【持 ち 物】母子健康手帳、問診票、尿スティック

【と　　き】 12/1 ㈫、12/15 ㈫、1/7 ㈭
【場　　所】三珠健康管理センター
【受付時間】午前 10 時（時間厳守でお願いします）

※発行には１時間 30 分程度かかります。

【持 ち 物】印鑑、保険証
※ 原則、上記日程で本人に限り発行となります。
※ ご不明な点は、子育て支援係までお問い合わせ下さい。

【と　　き】12/4 ㈮ 午前 10 時～正午頃
（受付は午前９時 30 分～）

【場　　所】六郷ふれあいセンター
【対　　象】 妊娠中の方、離乳食期のお子さまをもつご家族
【内　　容】 離乳食の基礎学習、調理実習
【持 ち 物】 母子健康手帳、エプロン、筆記用具、
　　　　　児のスプーンや食器

（託児をされる方は子どもに必要な用品）
※ 予約制です。申し込み希望の方は、いきいき健康課子

育て支援係までご連絡下さい。
※ 託児を希望される方は、申し込み時にお伝え下さい。

頭痛…
イライラ…
めまい…
動悸…
食欲不振…
月経異常…
不安…
吐き気…
不眠…

～　カンガルー（母親）学級　～

■１回目 1/8 ㈮  母乳について、妊娠中の食生活について、
マタニティヨガ

【時　間】午後１時 30 分～（受付は１時15 分～）
【場　所】三珠健康管理センター
【対象者】町内にお住まいの妊婦さん
【持ち物】 母子健康手帳、筆記用具、動きやすい服装

を理解する
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